
生駒市条例第４９号 

生駒市建築審査会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２６年１２月２６日 

生駒市長 山 下  真    

 

生駒市建築審査会条例の一部を改正する条例 

 生駒市建築審査会条例（平成６年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「７人」を「５人」に改める。 

 第３条第１項中「１に」を「いずれかに」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


